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クレィステネス改革 に関 して,ア リス トテ レス 『アテナ イ人の国制』はヘ ロ ドトスと並

んで最 も重要 な史料である。その うち,借 主政倒壊後 の情勢を扱 った20章 と,改 革その も

のを記 した21章 とは とりわけ重要で あって,ク レィステネス改革を考 える場合避 けて通 る

事は出来 ない。 ア リス トテ レスが何 を考えてい たのか正確 に把握 しなけれ ばな らないので

ある。本論文では この うち20章 を取 り上げて問題点を探 っていきたい。

『アテナ イ入の国制』20章 は19章 に引き続 く部分で ある。19章 で ピッピ〉ア スの儲主政倒

壊を述べた後,20章 ではそれに続 いた事態,即 ち イサゴラスとクレイステネスの対立か ら

後者の勝利までを扱 っている。 この対1[二において当初はイサ ゴラスが優勢で あったが,こ

れが逆転す る。 そこで イサゴ ラスがスノぐル タ王 ク レオ メネスを招 く。 ク レイステネスは一

旦逃げ出すが,ク レオ メネスはアクロポ リスに包囲 され結局は撤 収す る。 か くして クレイ

ステ ネスが最終 的に勝利 した旨語 られるのであ る。

19及 び20章 は共にヘロ ドトスを主要な典拠 としてい るが,特 に20章 はその感が深 い。20

章 は,ケ ドンなる者について述 べた第5節 を除いて,ほ ぼ全面的 にヘ ロ ドトスに拠 った も

の と考 え られている。 イサゴラスとクレイステ ネスの対 立か ら後者の勝利 に到る過程をヘ

ロ ドトスは5巻66か ら73に か けて描 いてい る。 そうい った箇所 と 『アテナイ人の国制』20

章1-3節 は叙述 の内容,順 序は勿論,1々 言葉遣いの上で まで類似 している。 これは両

者を併せて読めば直 ちに明 らか となる。 ア リス トテ レスがヘロ ドトスを単にパ ラフ レーズ
(1)

しただけ,と 言われる所以である。

ヘ ロ ドトスの この間の記述 には多少 とも問題 とな りそ うな箇所があ る。一つは,ク レオ
(2)

メネ スが アテナイへ来 りて七百家族を繊れたる者 として放逐 したとす る条であ るが,七 百

とは少 々多過 ぎるような気 もす る。 また,屡 々問題 とされ るところであ るが,ク レオ メネ
(3)

スによる評議会廃止云々の記事が ある。 ここでは評議会は単 に βo殉 と記 されるのみで

それ以上何の特定 も付 されていない。 こうい った部分を もア リス トテ レスはそのまま踏襲

してい るので ある。七百家族はその ままで あるし,評 議会 も単 に βωλ考 とあるだけで あ

る。四百人の評議会 とも五百人 のそれ とも記 されていない。

ただ,そ うは言 って も,『 アテナイ人の国制』にはヘ ロ ド トスと異 なった記述が若干見
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ぐの

られ る。 ウェイ ド=ゲ リー に拠 ればそれは四箇所 にあ る。 第一は,イ サゴ ラスを 「1替主 ら
(s)

の 友 φaogδ レrevzupavvwv」,と す る と こ ろ。 次 い で,ク レ イ ス テ ネ ス が 「徒 党 の 点 に

お い てraysf/ezacpecacs」 劣 っ た と い う部 分 。 ク レ イ ス テ ネ ス が 「大 衆 に 政 権 を 与 え て

dπ0δごδ0的 τφ πλヵθεごτ加 π0λ`τεぬ レ」 民 衆 を 自 己 に 惹 き 付 け た,な る 叙 述 が 第 三 。 最 後 が,

ク レオ メ ネ ス た ち が ア ク ロ ポ リス よ り退 去 す る 際,ア テ ナ ィ 民 衆 は そ の 「仲 間 の す べ て を

κα2zoosμ ετ'aurouπ 伽 ταg」 撤 退 さ せ た と せ る 箇 所 で あ る。

(s)

この うち前二者 は,ウ ェ イ ドeゲ リーによれば,ヘ ロ ドトスの記述 に由来す る。 ヘ ロ ド

トスを多少 とも読 み違 えた ところか ら来 るので あって,そ れ とは別箇の史料 に基 くもので
(z)

は な い と い う こ と で あ る 。 問 題 は 後 二 者 で あ る が,こ の う ち καどzoosμ ετ'auzovπ 施 ταg

か ら取 り上 げ る 事 に し よ う 。

ク レ オ メ ネ ス が ア ク ロ ポ リス よ り退 去 す る 時 の 事 は ヘ ロ ド トス で は 如 何 に 描 か れ て い る

c8>

か 。 「三 日 目 に 休 戦 が 成 立 し,彼 らの う ち ス パ ル タ 人 の み は 国 外 に撤 退 した の で あ る。

τガ δと τ〆 τη5π6σ πoレδo♂ δξ6ρzoンταど♂κ τガ9Zα1ρη95σo♂ ガσαレ α∂τd)L.4α κεδα`μ6ン80」.」(V.

72.2),「 ア テ ナ イ 人 は 残 余 の 者 た ち を 捕 縛 して 処 刑 した が,そ の 中 に は デ ル ポ イ の 人 テ

ィ メ シ テ オ ス もい た 。zovS麗 畝 λoひg'オθηレαどo`κατ6δησαレ τ加 δ耐 θαレdτ(ρκτλ.」(V.72.4)

と記 さ れ て い る 。 ア ク ロ ポ リス を 占 拠 し た 者 の う ち 無 事 に退 去 した の は ス パ ル タ 人 だ け で

(9)

あ った とい う事であ る。

これ に対 しア リス トテ レスは どう書いたか。 彼は 「すべてを π施ταg」 と書 いたのであ

る。 これはへpド トスと食 い違 ってい る。 とす るとア リス トテ レスは何 に基 いて そ う記 し
o①

たのか。何か他の材料 に基いてヘ ロ ド トスを訂 正 したのであろ うか。
ilu

この点,ウ ェイ ド=ゲ リー は碑文の利用を 主張 して い る。 この碑文 とはア リス トパ ネ ス
(121

「女の平和 』273行 への古註 にその存在 が言及 されてい るものであ る。 ク レオ メネスがア

テナ イを退 去 した後,再 度侵攻 してエ レウシスを占拠 した際,彼 と行 を共 に したアテナイ

入への処 分を記 した ものであ る。 この碑文 をア リス トテ レスが直接参看 したか ど うか はと

もか く,こ れはヘ ロ ドトスを修 正す る材料 とな るか もしれぬ。 ただ,こ れ とて も,ア ク ロ

ポ リスを退去 して再 度エ レウシスまで ク レオ メネスと行 を共 に したアテナ イ人が相当数い

たであ ろ うとい うだ けで,π んταgを 導 き出せ るわけで はない。結局 の ところ真相は不明

と言 うよ り他はないが,ア リス トテ レスが何 らか の材料 によ って ヘ ロ ドトスを修正 したと
(131

考 え る事 は 可 能 で は あ る。

次 にdπ0δ ごδ0的 τφ π湧 θε`τ加 π0λ`τε6αン。 こ の 一 句 に は 多 く の 議 論 が あ る 。 こ こ で は 代

αむ(15)

表的 な見方 を二 つ,ウ ェイ ド=ゲ リー とマ ッカーガー によ って見 る事 に しよ う。 先ず ウェ

イ ド=ゲ リーであ るが,彼 によると 伽oδ8δoδg…は ヘ ロ ドトスには 見 られない 章句であ る

か ら,一 見ヘ ロ ド トスか らの逸脱 を意味す るよ うに思 われ る。 しか し,こ れはそ うではな

く却 って ヘ ロ ドトスを確認す る ものであ る。 ク レイステネスが当初の権 力争 いに敗 れた後,

部族制改革 を行 って民衆を味方 に付 けて反対派 よ り優位 に立 った旨を,ヘ ロ ドトスは5巻
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66.2よ り69に 到 る迄,シ キュオ ンの ク レイステネスの話 を交 えなが ら,長 々 と語 ってい る。

それをア リス トテ レスはdπoδ`δα)g… なるただの一 句で置 き換 えたのであ る。本来 な らば

『アテナ イ人の国制』 は ここで改革 の内容 を語 るべ きで あ るが,そ れ は記 述 上 の 都 合 か

ら次 の21章 に回 したのであ る。改革 の詳細 を述 べた21章 は一見 した ところ時間的 に20章 の

後 に位置す る,即 ち一連 の事件が落着 して か らのよ うに思え るが,こ れはそ うでは ない。

改革案はイサゴラスとクレイステネスとの党争の最中眠 会樋 過 し㌦ のである.そ の

点で ヘ ロ ド トスと一致す る。一連 の事 件の経 過 に関 して はア リス トテ レスは全 くヘ ロ ド ト

スに従 って いる。 ウェ イ ド=ゲ リーの説は大 凡以上の よ うな ものであ る。

他方,マ ッカーガーの見解 は如何で あろ うか。マ ッカーガー は問題 の句 におけ る`量π0δごδα)S
くユわ

が現 在分詞 たる事 を重視 して,こ れが クレイステ ネスの意図を示す だけであ るとす る。 イ

サ ゴラス との党争段階 では ク レイステネスは改革 のア イデ ィアを一般 に提示 す るだ けであ

って,改 革案 は未だ民会 を通過 していなか った とす る。 従 って,こ れ はヘ ロ ド トス と相 違す

る事 にな る。 ア リス トテ レスは単 にstylisticな 理 由 によ ってprovisionalreplacementを

行 ったのでな く,ヘ ロ ドトスを意識 的 に修正 したので あ る。 そ して,修 正 の材料 とな った
(18)

のが前掲 の碑文 だ ったとす るのであ る。 この説 によれ ば 「アテナ イ人の国制』21章 は20章

よ り時間的 に後 に位置す る。改革案 の民 会通過 及び実施 は一連 の事件 が落着 してか らの事

にな る。

備 主政倒壊か らク レイステ ネス改革 に到 るまでの数年 間 は様 々の事件 が錯綜 し,ク ロ ノ

ロジーを再構 成す るのは難 しい。特 に,改 革案 の提示 ,民 会 通過,実 施を それぞれ何れ の

時点 に置 くかは困難で ある。 それ は 「アテナ イ人の国制』21.1の 「イサ ゴラスのアル コン

の年 翻'la'aroyouゆZOレ τog」 とも関連 して くるわけだが,`是 π0δ`δ0うgZ(Uπ弼θεごτヵレ

πoλごτεぬレ も屡 々問題 とされて きた。 この句がヘ ロ ドトス と一致 す ると考え る者 は概 ね改

革案 の実施,少 くとも民 会通過 を ク レオ メネ スの侵 入以前 に置いて きた。他 方,こ の句が

ヘ ロ ド トスと矛盾 しこれを修 正 したとす る者 は,両 者 の何れを採 るかによ って時点が異な

って くる。 『アテナイ人の国制』を採 る者 は改革 の通 過,実 施を ク レオ メネスの撤退 後 に

置 くことにな るであ ろう。
の

さて 問題 の章 句で あるが,こ れは一 見 して曖 昧で ある。 先に二通 りの訳を示 したが ,そ

の何れ に も解 し得 る。 ア リス トテ レスが正確 に何を考えて いたのか容 易 には判定がつか な
i201

い 。 更 に は,ア リ ス トテ レ ス が 叙 述 の 基 礎 と した ヘ ロ ド トス の 記 事 が 少 々曖 昧 な の で あ る
。

ヘ ロ ド トス で は5巻66に お い て
,ク レ イ ス テ ネ ス と イ サ ゴ ラ ス と の 党 争 か ら 前 者 に よ る 民

衆 掌 握 が 記 さ れ て い る。 そ れ に 続 い て,ク レ イ ス テ ネ ス は 「そ の 後,そ れ ま で の 四 部 族 を

十 部 族 に 改 め た με識 δと τετραφδλωgeovz-as'・4θ ηレα　bogδ εκαφ6λ0ひ§ぎπ0功σεκτλJ云 々,と

述 べ られ て い る。 シ キ ュ オ ン の ク レ イ ス テ ネ ス に つ い て の エ ピ ソ ー ドを 交 え た 後,5巻69

で は,ク レ イ ス テ ネ ス は 民 衆 掌 握 に 成 功 す る や 「部 族 の 名 称 を 変 え ,更 に そ の 数 を 増 し た

の で あ る 。zasφ ひλ的 μετωレ6μασε κα髭 πo勿σε πλε加 α姪 ξ ξλασσ6レωレ'」 そ し て ,民 衆 を 味
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方 に した ク レイステ ネスは反 対派 よ り も遥 か に優 位 に立 つ に至 った,と され てい る。以下 は

5巻70で あ るが,今 度 は劣勢 に立 った イサ ゴラスが ク レオ メネ スに救援 を求 めた のであ る。

ヘ ロ ド トスの こ うい った記 述で あ るが ,こ れ は確 か に厳 密 さは欠 く。V.66.2で は改革
の

の時点 は 「その後」 と表現 されて い るだ けで あ る。 しか しこれ を素直 に見 る限 りにおいて

は,ク レオ メネ スの侵入 以前 に改革 が実施 されて いた と読 め る。事 実が どうで あれ,ヘ ロ

(22)

ドトスがその積 りで書いた事はともか く確かだろう。

か くなる記述を目に してア リス トテ レスは如何に考えたか。彼はへpド トスを訂正 した

のであろうか。 しか し訂正 したのならばもう少 し一義的にそれ と分 る表現を用いるのでは

なか ろうか。 ク レオ メネス侵入以前の時点では改革のアイデ ィアが提示されただけであっ

て,実 際の改革が将来における事だ とア リス トテ レスが考えたのな らば,も う少 しそれな

りの明快な書き方があるだろう。そ して後の時点の事 として,民 会通過を定式に則 った形
(23}

で記 した のでは なか ろ うか。

更 にア リス トテ レスが訂正 した とす るな らば,何 に基 いて それを行 ったか が問題 とな る。

事 件 の経 過 に関 して ヘ ロ ド トスとは別 の材 料が存在 して,ア リス トテ レスはそれ に拠 った

ので あろ うか。 ど うもそ うは考 え難 い。一般 的 に言 って,当 時 の伝 承 の状 況 を考 え た場合 ,

提 案 の通 過や実 施を年月 に亘 って まで正確 に示す,従 って一 連 の事 件 の前 後関係 を明確 に
　

す るよ うな材料 は なか ったで あ ろ う。 そ うい った事 は ク レイデ モ スや ア ン ドロテ ィオ ン,

或 いは ヘ ラニ コスとい った ところには容 易 に期 待 出来 ない。 そ もそ も 『アテ ナ イ人 の国制』

20章,更 にそ の前 の19章 を見 た場 合,ク ロ ノロジーに関 してへpド トス以外 の情報 の見 ら
(251

れ るの はアル コ ンの年だ けで あ る。19章 で ア リス トテ レスは屡 々ヘ ロ ド トスを訂正 して い
(26)

るが,そ れは何 れ もク ロノロジー以外 の事 で あ る。一連 の事件 の継起 につ いて ,ア リス ト

テ レスは ヘ ロ ドトス以 外 の情 報を殆 ど持 た なか った と見 るべ きで あろ う。

さす れ ば,ア リス トテ レスは ヘ ロ ド トスにその まま従 って い るのであ ろ うか。 これ もよ

く分 らぬ。 も しもヘ ロ ドトスの クロノ ロジーを受 け入 れ た のな らば,も う少 しヘ ロ ド トス

を裏書 す るよ うな言 い方を して もよか ったよ うに も思 われ る。改革 の時 点を 明示す るが如

き表現 を行 って もよか ったよ うな気 がす る。

結局 の と ころ,こ の問題 はよ く分 らぬ と しか言 いよ うが ない。 も しか す る とア リス トテ

レスに もよ く分 らなか った のか も しれぬ。彼 はヘ ロ ド トスの記述 に曖 昧 さを見 出 し,そ れ

をその まま再現 しよ うと して殊 更 に不 明瞭 に書 い たのか もしれ ぬ。或 い は も しかす る と,

クレオ メネ ス侵入前 の慌 しい間 に改革 が行 われたわ けが ない と思 い込 んで ,dπoδ`δo的 …
(271

と記 した のか も しれぬ。何 れ にせ よ こう した 明瞭 さを欠 く章句 はあま り重要視 す る もので

は ないだ ろ う。 クロ ノロジーを再構 成 す る際,こ うい った箇所 に 依拠 す るのは危険 で あ

(28?
る。

以 上,問 題 点 は残 しなが ら も,『 アテ ナイ人 の国制』20章1-3に 関 して ア リス トテ レス

が ほぼヘ ロ ド トスに従 って い る事 は明 らか であ る。部 分的 に は修正 を行 ってい るか も しれ
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ぬが,全 体的 にはあ くまで もヘ ロ ドトスに拠 ってい る。勿論,ア リス トテ レスの ことだか

らヘ ロ ドトスに盲従 す るような事 はない。 「アテナ イ人 の国制』全般 について も言え る事

だが,史 料 をその まま鵜呑 にす るので はな く,一 旦 自己の頭脳 で咀咽 して 自分の ものに し

てか ら語 ってい るのであ る。 そのため,字 句 もヘ ロ ドトスそのま まとい うわけで はない。

ア リス トテ レスは 自分 の言葉で語 ってい るわ けだ。
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{6)Op,cit,19.

(7)た だ し,φ どλ・ぐ'1¥Cf)Y7の〃7upavvwvに つ い て は 拙 稿 「ク レ イ ス テ ネ ス 改 革 」(『 史 林 』60巻5号,

1977年9.月)20-2ユ ペ ー ジ参 照 。

(8)ヘ ロ ド トス の 訳 文 は 概 ね 松 平 千 秋 氏 の も の(岩 波 文 庫 版)に よ る 。

(9)ヘ ロ ド トス は 少 し後(V.74.ユ)で は 「ク レ オ メ ネ ス が ア ク ロ ポ リス を 撤 退 した と き,イ サ ゴ ラ ス

も彼 と行 を 同 じ く し た の で あ っ た 。 σひ〃εξ杁 θεiyap・ ξ(sc.K入 ε・ｵ;;vec)・ 弓7・ζ(SC.'1σ αγ6ρη⇔sK7和

akp・no入c・c.」 と 述 べ て い る 。 これ に よ る と,ス パ ル タ 人 の み な らず ア テ ナ イ 人 の イ サ ゴ ラ ス も ア ク

Pポ リス か ら 逃 れ た 事 に な る 。 へnド トス は 矛 盾 を 犯 して い る わ け だ 。

実 際 の と こ ろ は,イ サ ゴ ラ ス 及 び 彼 の 仲 間 の 少 く と も 幾 人 か が 逃 れ た の で あ ろ う。 包 囲 した 入 々が

他 の ア テ ナ イ 人 を 処 刑 して お き な が ら,イ サ ゴ ラ ス ー 人 だ け を 無 事 退 去 さ せ た と は 考 え ら れ な い 。 後

述 の 碑 文(本 章 註(12))が こ の こ と を 補 強 す る。

⑩ こ の 際,ア リス トテ レ ス は ヘ ロ ド トスV。74.1に 拠 っ た と 考 え ら れ るか も しれ な い が,こ れ は そ う

で は な さ そ う で あ る。 何 故 な ら,V.74.1に は イ サ ゴ ラ ス ー 人 の 事 が 記 さ れ て い るだ け だ か ら π命7α く

は 出 来 し な い の で あ る 。

πん7α く は ヘ ロ ド トスV,72.4と 明 白 に 食 い 違 う 。 そ こ で は ヘ ロ ド トス は テ ィ メ シ テ オ ス の 事 を

強 調 して い る の だ か ら,少 く と も何 人 か が 捕 わ れ て 処 刑 さ れ た と 確 信 して い た の は 間 違 い の な い と こ

ろ だ 。 ヘ ロ ド トス を 普 通 に 読 む 限 り に お い て は7tav'rasは 出 来 し な い の で あ る 。

(11)Op,cit.18.

⑫K入 ・・μ鋤 ζ_.π ・入・・P・ηθ・2ぐf'J7iOTGIv'Aθ η〃α!ω〃Kal⑳ ・θε3ぐ δπ6σπ・vS・s,dπ ・伽 ・Y・αδε,na入 〃

'E入・・σ8・α ・α・`σX・v
.面 ・ δ乙ｵ・ 憤K入 ・・ｵiv・uS'臥 ・・σf〃α ・α・ασX6〃 ・ω・'Aθ η・αど・・ 吹 ・♂・敵

・α・6σκαψα・ καど7凌c・ うσ!αcど δ疹μ・・σα・,α う・伽 δ乙 θd〃α・・v6ψ ηφ♂σα・7・.・ α擬 〃αγρ御 α〃7・s・8c

ノ ハ ヅ つ ノ ヘ へ う ロ ノ

σ7η入ηン)ζαλκη〃 εση σα〃svπ0入 ε`π αραTovapXacovyε ωソ・

{13)ロ ウ ズ(P.J.Rhodes,、ACommentaryontheAristotelianAthenaionPoliteia,Oxford1981,246)

は πの7α ⊂ を 単 に 『ア テ ナ イ 人 の 国 制 』 の 不 注 意 に 帰 して い る 。

(14}Op,cit.17-25.

㈲D.J,McCargar,TheRelativeDateofKleisthenes'Legislation,Historic25,1976,385-395.

⑯ た だ し改 革 実 施 の 時 期 は ク レ オ メ ネ ス の 退 去 後 とす る 。opCZt.24.

⑰ そ の 場 合,問 題 の 句 は 「大 衆 に 政 権 を 与 え る と 公 約 し」 と な る 。(村 川 堅 太 郎,『 ア テ ナ イ 人 の 国

制 』20章 へ の 訳 註 ②)。

X18)本 章 註 ⑫ 。

⑲ 本 論 文2ペ ー ジ,本 章 註(17)。
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⑳ 「政 権 を 大 衆 に与 え る」 とい う場 合,そ れ が 具 体 的 に何 を 意 味 す るか 直 ち に は明 らか で な い 。 そ も

そ も π・入`7ε!αな る語 か ら して 多義 的 で あ る。

⑳ 「そ の後 」 はV.69.2を 勘案 す る と 「間 もな く」とい うこ とで あ ろ うが,そ れ に して も正 確 さ を欠 く。

㈱ カル コ ピー ノ(J.Carcopino,L'Ostracismeathenien,Paris1935,20-22)は,V.66。2のｵeraδ さ

7ε7ραφ6入・レcよ り69末 尾 の κα76ンε`μεes7歯 φ臥 歯.ま で は シキ ュオ ンの ク レイ ス テ ネ スの エ ピ ソ

ー ドに 帰 属 せ る部 分 で あ って ,全 体 の 叙 述 とは 時 間的 関 連 を 有 さ ない と主張 して い る。 しか しこれ は

採 れ な い。 テ クス トを 見 る限 りで は,や は りヘ ロ ド トス は部 族 制 改 革 を ク レオ メネ ス の侵 入 以 前 に置

い て い る。 ま た,そ れ が その 時 点 で 実 施 され た と考 え た ので あ ろ う。 改 革 案 の提 示,民 会 通 過,実 施

を 区 別 す るよ うな と ころ は 全然 ない 。cf.P,Cloche,Labouled'Athenesen508/507avantJ.-C.,

R.E.G.37,1924,1-26.

㈱ 「ア テ ナ イ人 の 国 制』21章 が20章 よ り も後 の 時 点 に 属 す るか ど うか,ア リス トテ レス の書 き方 か ら

は 明 瞭 で な い 。

{24)McCargar,op.CZt.390-392.は そ う した材 料 と して 本 章 註(1助に示 した 碑 文 を 挙 げ るが,こ れ は 無理 。

㈱19.6の ξπ渥Aρπακ7♂δωapXovTOs。 更 に21.1のEnC'1σ αγ6ρ帥 コ/apXovTOs。

この うち 後者 に つ いて 付 言 して お く。 通 例 は,党 争 の主 役 の イサ ゴ ラ スが ア ル コ ンに選 出 され,こ れ

が 彼 の政 治 的勝 利 を意 味 す る と解 され て い る。 しか し,そ の 点,ア リス トテ レス は何 事 も述 べ て い ない 。

そ もそ も,ア ル コ ンの イ サ ゴ ラ ス と党 争 の 主役 が 同一 人 物 た るか 否 か につ い て も一 切触 れ な い。 この 間

の 事 情 は ア リス トテ レス に は分 らな か った の で あ ろ うか。

(26)本 論 文7ペ ー ジ及 び 第 二章 註⑳ 。 後述 す る もの の他 に は'AγX♂ μ・λ・〃。 詳 細 はR.W.Macan,

HerodotuslV-VI,London1895.(Reprint.NewYork1973)vol.皿.126-127.

伽Cf.C.Hignett,AHistory()ftheAthenianConstitutiontotheEndoftheFifthCenturyB.c.,

Oxford1952,333.

㈱ ク レ イ ステ ネス が大 衆 の人 気 を 博 した 理 由 を 諸 家 は 改革 案 に求 めて い る。 ク レ イ ステ ネス が所 謂民

主 的 改 革 を 約 束 した か ら一 般 の人 気 を 得 た の だtと い うわ け だ。 従 って,政 局 転 換 の 因 を為 した る も

の と して 改 革 案 上 程 の 日時が 重 要 視 され る。 しか し,改 革案 は 『ア テ ナ イ人 の 国 制 』21章 か ら一 見 し

て 明 らか な よ うに 極 め て地 味 な もの で あ って,そ れ 自体 人気 を博 す るよ うな と こ ろ は全 くな い 。 か つ

また,そ れ は 相 当 に複 雑 な もの で あ るか ら して,一 般民 衆 に と って容 易 に理 解 し得 る もの で は な い。

この 事 は ク レ イ ステ ネ ス 改 革 を考 え る際 常 に心 す べ きで あ る。

'

d

第一章 では 「アテナ イ人 の国 制」20章 とヘ ロ ド トス との相似 を主 と して指 摘 して きた。

しか し,よ く見 た場合,両 者 の間 には相違 もあ る。第一 に直 ちに気 の付 く事 だが,ヘ ロ ド

トスが5巻66か ら73に か けて長 々と語 って いた事を ア リス トテ レスは実 に簡 略に済 ま して

い る。 ヘ ロ ド トスは シキ ュオンの ク レイステネ スや アル ク メオ 」ダ イの 「繊 れ」 につ いて

多 言を費 してい るが,ア リス トテ レスはそ うい った事 には立 ち入 らない。 ア クロポ リスに

お ける ク レオ メネスのエ ピソー ド(Hdt.V.72.3)や ク レオ メネス とイサ ゴ ラスの妻 との関

係(lbid.V.70.1)と い った事 に も全 く言及 しない。 脱線 を なさずに事柄 の核 心だ けを取

り上 げて語 り進んで い く。 その語 り口は簡潔,或 は無味 乾燥 と も言 え る。 この点,如 何 に

もア リス トテ レス的 との感を禁 じ得 ない。

次 に部族制 改革 の動機 であ るが,ヘ ロ ド トスは これを イオ ニア入蔑 視 とい うところか ら
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説 明 して い る。 アテ ナイの ク レイステ ネスは 「イオニア人 に対 す る軽侮 の念 か ら,ア テ ナ
ゆ

イとイオニアで 同 じ部族 が存在 す るのを避 けるため に」 シキュ オ ンの ク レイステ ネ スを真

似 た もののよ うで あ る,と い うわ けだ。 また,ク レイ ステ ネスによ る民 衆掌握 もや は りイ
(g}

オニ ア入蔑視 とい う事 か ら説 明 して い るよ うに見え る。 と ころが ア リス トテ レスの場 合,

かか る イオ ニア人問題 は全然姿 を現 わ さない。 ア リス トテ レスはヘ ロ ドトスの見解 を斥 け

て い るので あろ う。荒唐 無稽 な る思 い付 き と して問題 に しなか ったので あ ろう。

次 に,ヘ ロ ド トスは ク レイ ステネ スの個 人的権力欲 を重 視 して い る。 これは1替主 政末期

か らの一 連 の事件 の叙述 において屡 々強調 されて い る。 ク レイステ ネスを先頭 とす るアル

ク メオ ン家 の一統 は レイプ シュ ドリオ ンに城 砦を構 え,1替 主政 を倒 さん と したが失敗 した。

そ の結果,彼 らはペ イシス トラ トス家を討 つ ためには 「如何 なる手段 も選 ばぬ ことに腹 を

決 め」,デ ルポ イの神殿 の造 営を請 負 って その歓心 を買 うに至 った。 そ して 彼 らはデ ル ポ

イの巫女 を 買収 し,神 託を伺 い に きた スパ ル タ人 に必ず アテ ナ イの解放 を懲憩 させ た。 ス

パ ル タ人 は こ うい った策謀 に乗ぜ られ て,遂 にアテ ナ イに軍隊 を派遣 す るに至 った とい う
(3)

こ とで あ る。 か くな るヘ ロ ド トスの記述 はそれ な りに一貫 して い る。

他方,『 アテ ナ イ人 の国制』 は同 じ時 期 の事 を19章 で述べ てい る。19章 もやは りヘ ロ ド
(a)(s)

トスに基 いてい るので あ って,そ こで も レイプ シュ ドリオンか らデ ル ポイの神殿,巫 女,

ス・ぐル タによ る軍隊 派遣 が記 されて い る。 その点 はヘ ロ ド トスと同 じで あ る。 しか し,ア

ル ク メオ ン家 の権 力欲 とい った事 は語 られて いな い。 巫女 の買収 も触 れ られて いない し,

スパ ル タの軍隊派 遣 も単 に策 略 に乗 じ られ た とい うので はな く,ペ イシ ス トラ トス家 とア

ル ゴス との関係 を持 ち出す こ とに よ って合理化 されてい る。

こ うい った点 に おけ る両者 の相違 は1替主政 倒壊後 の党争 の記述 にお いて一 層 明確 とな る。

当初非勢 とな った ク レイステ ネスは民 衆 を味 方 に引 き入 れたので あ るが,こ れ はヘ ロ ド ト

スの説 明で は,勝 利 を 占め るため の方便 であ ったよ うに受 け取 れ る。従 前 は 「民 衆を歯 牙

に もかけ なか った」 ク レイステネ スで あ るが,権 力を握 るためには止 むを得 ず民 衆 と結 ん

だ。 そ してその結果,念 願 の権 力に辿 り着 い た とい うことで,す べ てが ク レイステ ネスの

権力欲 に帰 せ られ るが如 き説 明で あ る。 民衆 は 自 ら主体 的 に行 動 したので な く,ク レィ ス

テ ネ スによ って,た だ利用 され ただ け とい った書 き方 が なされてい る。 常 に ク レイステネ
(s)

ス とい う個 入 の側 か ら描 かれて い るので あ る。

他 方,ア リス トテ レスは野心家 の権 力欲 とい った事 は述べ ない。 ク レイ ステ ネスと民衆

との関係 につ いて も,後 者は ただ利用 され るだ けの道具 と して は描 かれて いな い。 ク レイ
(7)

ステ ネスが民衆 を味方 に付 けてか らは,却 って,民 衆 が一 つの 自立 せ る政治 集 団 とな った

とい う書 き方 がな されてい る。 ク レオ メネスの来r'7L時で あ るが,彼 が抵抗 に遭 って ア クロ
($)(9)

ポ リスへ 逃 げ更 に撤退 す る条 はヘ ロ ド トス,「 アテ ナイ人 の国制』 と も非常 によ く似 てい

る。 ただ,ヘ ロ ド トスで は 「評 議会 が抵抗 した」 とあ るの に対 し,「 アテ ナ ィ入の国 制』

で は 「評議会 が抵抗 し,ま た大 衆 が集 ま って来 たた めに ωレαθρ0ごσθ6レτogZOUπ λ珍θ0ひg」と

一一7一
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記 され てい る。 更 に それ に 続 いて ア ク ロポ リス包 囲を行 ったの も 「民衆」(6δ 加og…

δπoλご6ρκε`)と な ってい る。他 方,ヘ ロ ドトスで は,包 囲を続 けたのは 「残 りのアテ ナイ人

たち'オθηレα如レδ乙orλ0`π0刻 とされてお り,大 衆,民 衆 へ の言 及 はない。 その後 ク レオ メ

ネスを撤退 させ ク レィステ ネスを呼 び返 したの も,「 アテ ナ イ入 の国制」 で は民衆 で あ る
ゆ

が,ヘ ロ ド トスでは 「アテナ イ人'オθηレα伽 」 とな ってい るだけで あ る。 両者 の記事 の問 に

は微妙 な,し か し動 か し難 い差違 があ るわ けだ。 ア リス トテ レスの場合,行 為 の主体 は常

に民衆 で あ る。

一連 の事 件 を通 して も,ア リス トテ レスに よれ ば 「民衆 が国政 を掌握 した κατασz6レτog
N4ｵ)働

δとTOUδ 卯 ωraπ ρ6γματα」 の で あ る 。ク レ イ ス テ ネ ス は 「民 衆 の 領 袖 ,指 導 者 」 で あ っ て,
(13)

民衆の信頼を得つつ も,その代表者 に過 ぎないのである。 そ もそも彼が民衆の信頼を得た
(14)

の も,例 のdπ0δ`δ0δgτ φ π厨 θε`τ加 π0λどτεぬ レ に 由 る も の で あ っ た 。

か く して,ア リ ス トテ レ ス で は 常 にdemosやplethosが 前 面 に 現 わ れ て い る事 が 明 ら

か と な っ た 。 ア リ ス トテ レ ス の 場 合,demos,plethosは そ れ ぞ れ 「民 衆 」,「 大 衆 」 と い

くエう

う事 で ほぼ一貫 してい るが,そ うい った集 団 の側 か ら政治 を描写 す るので あ る。 特定 の個

人 の側 か ら描 くので はない。政 治家個 人 は集 団 に臣頁使 され る存在 との感 す らあ る。 しか も

そ うい った集 団は国民全 体 とい った もので はな く,特 定 の階層 一般大 衆,下 層階級

なので あ るo'ヘ ロ ドトスとは顕著 なる視 点 の相 違が あ ると言 え よ う。

さすれ ば,か くな る扱 い方 は何 処 よ り出来 した のであ ろ うか。 ア リス トテ レスは何か別

の歴 史観,別 の著作 によ って ヘ ロ ド トスを修正 したので あろ うか。 別の著作 と しては ク レ

イデ モ ス,ア ン ドロテ ィオ ンとい った と ころが考 え られ る。 しか し,上 に示 した視 点を そ

れ らに見 出すの は困難 のよ うで あ る。少 くと も現 存断片 には見 当 らない。 その上,「 アテ

ナ イ人 の国制」19-20章 を通 して ア リス トテ レスは ほぼ全面 的 にヘ ロ ド トスに従 ってい る

ので あ る。 これは一連 の事件 の叙述 におい てはsア リス トテ レスがヘ ロ ド トスを最良 と し

た事 を意味 す る。 従 って,個 々の事実 に関す る事 な ら別 だが,こ の場合 は一 段 と見劣 りす

る と考 え られ た ものを敢 えて持 ち出す事 は ない よ うに思 われ る。 事 は歴史観,政 治 の本質

把握 に関す るよ うに思 われ るので,ア リス トテ レスのよ うな頭 脳 の持 主 の場合,他 か らの

影響 を考 えない方 が よい ので はなか ろ うか。余 計 な ものを介在 させ な くと も説 明 出来 るの

な らばそれ に越 した事 はないわ けだ。 一 々指摘す るまで もないが,「 アテ ナ イ人 の国制』

には屡 々 ア リス トテ レス独 自の思考 が見 られ る。材料 にその まま従 うとい うので はな く,

ア リス トテ レスが 自 ら思 索,推 論を行 う場合 が あ る。 現在 問題 と して い る箇所 で も彼独 自

の思 考が働 いて い るので はな いだ ろ うか。 ここで想起 され るのは階級 闘争理論 で あ る。

今 更説 明す るまで もないが,ア リス トテ レスの政治理 論,特 に政体 論 には階 級闘争 的把
く　

握が一貫 して流れている。彼 にとって二大政体は寡頭政 と民主政であるが,そ の うち寡頭

政 は富裕者,上 流階級 の支配する政体であり,民 主政は貧乏人,民 衆の支配す るそれであ

る。そ して後者の場合,「 民衆指導者」が現われて民衆を先導することになる。 このよう
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に階層,特 に二大階層 とい う観点か ら政治 の分析の行 われ る事が多い。歴史 とはこうした
〔1の

階層が対抗 しつつ織 り成 して い くものであ って,そ の間,個 人 の権力欲 とか策 謀 とかい っ

た偶然 の要素 はあまり問題 にな らない。 ア リス トテ レスは こうした考え方 を徹底 させたの

であ って,そ の点特徴 的で ある。他の古典作家 とは少 しく趣を異 にす るところで ある。

問題 は こうい った考 え方 と 『アテナ イ入の国制」20章 とが用語法,政 争 の理解 とい う点
⑬

で酷似 して いる事 であ る。余 りにも政治理論 と斉合的であ る。 ア リス トテ レスは 『アテナ

イ人の国制』20章 を執筆 した時,い つのまにか 自 らの政治理論 に規定 されて しまったので

はないだろ うか。

ここで もう一度テ クス トを振返 ってみよ う。 「アテナ イ人の国制』19章 の5節 と6節 で

あ る。儲主政倒壊時の事で あるが,ク レオ メネスは ピッピア スをペ ラルギ コンに閉 じ込 め

て 「アテナイ人 と共 に包囲 した。6πo泌ρκεごμε訟 τ(加'オθηレα動レ.」とあ る。続 いてす ぐ後

に,ピ ッピアス らは和議 を結 び,「 ア クロポ リスをアテナイ人 に明 け渡 した παρ6δωκαレ

τ加dκ ρ6πoλどレτo勾Mθ ηレαあ`g」と記 されている。 ここでは単 に 「アテナイ人」 とされ る

だ けであ って,そ の中での区別 はなされていない。国民全体 が考 え られてい る。他方,ヘ

ロ ドトスは同 じ事を如何 に描写 してい るか。 ク レオ メネスはイ替主一党を 「自由を望 むアテ
(15}12U)

ナ イ 入 と 協 力 し てC/aka'オ θηレα如 レTOCQCβ0畝0μ6レ0`σ`ε2レ αど δλεひθ6ρ0`σdペ ラ ス ギ コ ン に

⑳

包囲 し,そ の後,イ替主一族 は 「アテナイ人oヂ オθηレαro`」の提起 した条件を呑 んで屈伏 し

た云 々とあ る。 ここで 「自由を望む アテナ イ入」 とあるのは興味深 いが,と もか くヘロ ド

トスで もク レオ メネスと協力 したのはアテナ ィ人 のほぼ全 般であろ う。民衆 とか上流階級

とかい った区別 はなされていない。 この点でア リス トテ レスとヘ ロ ドトスは一致 する。 ア

リス トテ レスはヘ ロ ドトスにそのまま従 っていると言 ってよい。
囲

ア ン ドキデ スやデモ ステ ネスは時 に1替主追放 の事を語 ってい る。 これ らによ ると,既 に

借主政の時代 に民主派が存在 した。民主派が1替主 に抵抗 してそのために追放 されたが,や

がて復帰 して潜主政を打倒 した。凡そ このよ うな意味の事を語 ってい る。 これ らは特定の

傾向性 を帯 びた記述であ って,歴 史的事実か らは遠 く離れてい る。 ア リス トテ レスはそう

い った見方を共有す るのでは決 してな く,能 う限 り事実を追求 してい るよ うに思 われ る。

そのために19章5,6節 ではヘロ ドトスに忠実で あった。 ところが,そ うい うア リス トテ

レスが,民 衆,大 衆 とい う点 に関 して,20章 ではヘ ロ ドトスとf,1/=,fを来 して しまった。 こ

れは何故 か。

これはヘロ ドトスを自分 な りに受け取 めたためで あろう。 ヘ ロ ドトスは党争 に関す る記

述の中で,ク レイステネスが民衆を味方に付 けたと書いた。 ア リス トテ レスは これを読み,

頭の中で消化 してい く過程で,自 然 と自身の彩色を施 して しまったのであろ う。 「ク レイ

ステ ネスの変身」以降,民 衆が政治の主体 となったのであ り,ま たク レイステネスは民衆

の代表者に過 ぎないと思い込 んで しまったのであろ う。 これはヘ ロ ドトスを丁寧 に読 み,

その言わん とす る ところを忠実 に辿 ってい けば避 け られ た事 であ る。 しか しア リス トテ レ

」.g
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スはそ うは しなか った。所 謂学者的読 み方 は しなか ったのであ る。 そ うで はな く,彼 には
⑳牢

固とした独 自の観念の枠組があり,そ れに従 ってヘロ ドトスを解 していったのである。

それ故,『 アテナイ人の国制』20章 において,民 衆が国政を掌握 したとか民衆の支配が実
1241(25)

現 した とか い う意味 の事 が語 られ る場合,こ れは ア リス トテ レスの解釈 で あってそれ以上

の ものでは ない。 我 々は この事を忘れ ては な らない。 史料 として独 立 の価値 を主張 しうる

もので はないのであ る。

最後 に自 由について一言。僑 主政倒壊 か らの一連 の事件 において,ヘ ロ ドトスは自由を
㈱

強調 してい る。 これは5巻78を 始 め随所 に現 われ る。イ替主政が倒 れ,そ れに代 って全 国民

的原理 に基 く新 しい支 配が確 立 され た。 そ うい った新 しい体制 を,ヘ ロ ド トスは一言 で 自

由 の名 の下 に把 えてい るよ うであ る。 ところが,ア リス トテ レスには 「自由」 な る観 念は
(27)128)

殆 ど全 く現 われ ない。 先述 の ピッ ピアス包 囲 の場面 であ るが,ヘ ロ ドトスでは 「自由を望

む アテナ イ人」 とあ った。 自由 と僑主政 とが 自覚的 に対 比 され てい る。 ところが,ア リス

トテ レスでは単 に 「アテナ イ人」 とあ るだ けであ る。 いつの まにか 自由が欠落 して しま っ

た ので あ る。 ヘ ロ ド トスを下敷 に して い るに も拘 らずそ うなのであ る。 これは,結 局 は,

両 人の心 を領 して いた ものが別物 であ った事 に由来す るので あろ う。 ヘ ロ ド トスの心 を大

き く占あて いたの は僑主 の盗意的支配 とそれ の防 止の問題 であ る。従 って,彼 は自由 の要

素 を強調 した。 ア リス トテ レスは富者 と貧者 との階級的対 抗 に常 に重 きを置 いた。 従 って
X29)

彼 は,結 局 は,民 衆 の進 出 とい った角 度か ら見て しま うことにな る。 両人 とも歴 史 の解釈
(30)

はその世界観 と深 く関 わ ってい るのであ る。歴史 認識,歴 史叙述 には どう して もそ うい っ

た ところがつ き まと うのであ ろ う。

***

以上,『 アテナ イ人 の国制」20章 について縷説 して きた。 結論 と しては,こ の章 は ヘ ロ

ドトスに ほぼ全面 的 に従 ってい るよ うに見え るが,そ の説 くところに微 妙な る差違 があ る。

そ の差違 は ア リス トテ レスの政 治理論,世 界観 に由来す るもので あ る,と い う事 であ る。

我 々 も 『アテ ナイ人 の国制』20章 を扱 う際 にはその点で注意 を払 わなければ な らない。

」

註

(1)V.69.1.以 下,ヘ ロ ド トス の テ ク ス ト及 び 考 え 方 の 詳 細 は,拙 稿 「ヘ ロ ド トス と ク レ イ テ ネ ス 」

(『大 手 前 女 や大 学 論 集 』15_,'一,昭 和56年11月)98～ ユ02A一 ジ 。

(2)同 上99ペ ー ジ。

(3)V.62-63.買 収 の 話 はV.66.1,VI.123.2に も 出 る 。V,90.1も そ の 事 を 指 して い る の で あ ろ う 。

(4)レ イ プ シ ュ ド リオ ンの 位 置 は 両 者 食 い 違 う が,ヘ ロ ド トス の 表 現 は 正 確 で は な い 。 ア ッ テ ィ カ の 地

理 に 関 して は ア リ ス トテ レ ス の 方 が 正 確 な 知 識 を 有 して い た で あ ろ う。Rhodes,op.cit,235.

(5)神 殿 造 営 云 々 に つ い て も二 人 の 語 る と こ ろ は 異 な っ て い る 。 こ の 点 はF.Jac・by,∠)ieFragmente

dergriechischenHistoriker皿bI,Leiden1954,449-454参 照 。 ア リス トテ レ ス は ヘ ロ ド トス と は 別

種 の 伝 承 に 拠 った の で あ ろ うか 。

(6)Hdt.V.66,69.
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(7)Ath,Pol.20.1.fKλ ε`σθ乙〃ηcπρoσηγ凌γε70TovSrｵov。

(8)V.72.2.

(9)20.3.

(10)V.73.1.

(11)Ath.Pol.20.4.

(12)加 εμ伽Tr,vrcacTOUSrjｵ・Uπ ρ・σ767ηc(Ath.P・1.20.4)。 更 に21章1のT・Uπ 層 θ・・くnp・εσ7ηκめ(。

か か る表 現 が ヘ ロ ド トス に 見 え な い の は言 う迄 もな い 。

㈱6π どr7ε・ε・ δδガμ・S7φK入 ε・σθξ・ε・(Ath.Pol.21.1)。

⑭ この 句 に よれ ば,ク レ イ ス テ ネ ス の人 気 の源 泉 は大 衆 を進 出 せ しめ た と ころ に あ る,と な るだ ろ う。

この 点 で もや は りへpド トス と異 な る。 本 論 文7ペ ー ジ。 た だ,Ath.Pol.19.4で は 人 気 の 理 由 と し

て,ア ル ク メオ ン家 が イ替主 と抗 争 して き た事 が挙 げ られ て い る。

この うち前 者 の 考 え方 を 推 し進 め て い け ば ど うな るか 。民 衆 の代 表 者 とな った ク レ イ ステ ネ スは 部

族 制 改 革 に よ って 貴 族 の 権 力基 盤 を破 壊 した。 そ れ に よ って 民 衆 の 声 に 応 え た の だ,と な るか も しれ

ぬ 。 近 代 の 歴 史家 な らば そ う考 え る で あ ろ う。 そ して 『ア テ ナ イ人 の 国 制 』21章 で そ うい った 事 柄 が

展 開 され る と期 待 す る で あ ろ う。 しか し,そ の 期 待 は物 の 見 事 に 裏 切 られ る。 『ア テ ナ ィ人 の 国 制 」

21章 も ア リス トテ レ スの 政 治 理 論か ら見 て面 白 い と ころ だ 。 本章 註 ㈱ 参 照 。

㈲ この 点,ヘ ロ ド トス は一 貫 して い な い 。

(16)こ の 問 題 に関 して,最 近 で は,G.E.M.deSte.Croix,TheClassStruggleinthe.AncientGreek

World,Ithaca1981,69-80.が あ る。

⑰ 『ア テ ナ イ人 の 国 制 』 で は上 流 の側 は 「知 名 の 士 ・ξγ而 μμα」 と呼 ば れ る事 が 多 い 。 「民 衆 指 導 者 」

は 多 くの 場 合 π・0σ7露η⊂T・r」δ加 ・ひ で あ る。 本 文 で示 した 見方 は 「ア テ ナ イ人 の 国 制 』 第 一 部 の 随

所 に現 われ るが,特 に顕 著 な の は28章 で あ る。 この 章 で は アテ ナ イ史 は 一 貫 して 上 流 階 級 と民 衆 との

対 立 ・抗 争 と して描 か れ て い るが,こ れ は 図式 的 との 識 りを 免 れ な い 。 階 級 闘 争 理 論 は重 要 な分 析 用

具 に は相 違 な い が,そ れ だ け で す べ て を 割 り切 られ るの は 困 るの で あ る。 この あた りは,や は り,ア

リス トテ レ ス は理 論家 的 で あ ろ う。 な お,28章 に現 わ れ る政 治 家 の リス トに つ いて はF.J.Frost,

Themistocles'PlaceinAthenianPolitics,CSC.qユ,1968,110-112.

(18)た だ,「 ア テ ナ イ人 の 国 制 』20章 で は,民 衆 の 反 対 派 と して 「知 名 の 士 」 「富 裕 者 」 は現 わ れ な い。

イサ ゴ ラス派 は そ う した もの とは,明 言 を 以 って は,記 され て い な い 。 た だ,「 イサ ゴ ラス とその 友

人 三百 人 を 国家 の支 配 者 た ら しめ よ う と試 み た 。」(Ath.Pol.20.3)と あ るか ら,イ サ ゴ ラスー 派 を

寡 頭 派 と見 た の で あ ろ うか 。 この 点,例 の 亟 入oくcuv7伽TupavvWvと の 関 連 が 気 に な る と ころ だ 。

な お,同 書28.2で は イサ ゴ ラス は 上 流 の 代 表 と な って い る。

(19)V.64.2.

⑳ ヘ ロ ド トス の 場 合,写 本 の 多 くで は ペ ラスギ コ ンと な って い る。

(21)V.65.2.

⑳AIld.1.106;id.Ir.26;Dem.XXI.144.cf.Is.XVI,26.

㈱ これ は ア リス トテ レス に 限 らず,屡 々起 りが ち な事 で あ る。 特 に近 代 の学 者 の場 合 多 い で あ ろ う。

近 代 人 の場 合,ア リス トテ レ ス流 の 説 明 の 方 が 耳 に快 い 。 近 代 人 の 思 念 に よ く合 うわ け だ 。 従 って,

ヘ ロ ド トス に して もそ れ 自身 にお い て 理 解 す るの で は な く,無 条 件 的 に ア リス トテ レ ス流 解 釈 を 受 け

入 れ て しま う。

更 に,ア リス トテ レ ス解 釈 に も近 代 人 の 観 念 の 枠 組 を押 しつ け る と ころ が あ る。 近代 の 学 者 は,ク

レ イス テ ネ ス改 革 前 後 の 一 連 の 事 件 に おい て,民 衆 が 貴 族 階級 を 圧 倒 した と説 く。 しか しア リス トテ

レ スの 場 合,民 衆 が 対 抗 す るの は富 裕 者,上 流 階 級 で あ って所 謂貴 族 とい う こ とで は な い 。 近 代 人 の

貴 族 な る観 念 は ア リス トテ レ ス に は あ ま り縁 が な い。(aristokratiaと は徳 に よ る支 配 た る事 言 う ま

で もな い 。 近 代 語 のaristocracyと は 意 味 内 容 が 異 な る。)r政 治 学 」 全 篇 を通 して 身 分 制 的 支 配 秩
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序 とい った もの には 全 く言 及 が ない と言 って よい 。 ア リス トテ レスが 民 主 化 の 進 展 を 口に す る場 合,

考 え る事 は と言 えば 役 職 の 就任 資格 とか 輪 番 制,抽 籔 の 採 用,民 衆裁 判 や民 会 の 権 限 拡 大 とか い った

程 度 の 事 な の で あ る(Pol.1317b17-1318a3)。

⑳ これ は勿 論 「アテ ナ イ人 の 国制 』21章 と関 連 す る。21章 は次 な る論 文 で 扱 う。

㈱ これ は ヘ ロ ド トスを 少 々誤 解 した もの で は あ るが,そ れ で も一 つ の す ぐれ た解 釈 か も しれ ぬ 。 この

点 は本 章 註 ⑳ 参 照 。

ク レイ ス テ ネ ス につ い て は ギ リシア人 の間 で 幾 何 か の 解 釈 が行 わ れ て い る。 これ らの 比 較 検 討 も行

わ ね ば な らぬで あ ろ う。 イ ソ ク ラテ ス(VII.16な ど)や プ ル タル コ ス(Per.3.1)の 評 言 には興 味 深

い もの が あ る。

㈱ 前 掲拙 稿 「ヘ ロ ド トス と ク レ イス テ ネ ス」89-91ペ ー ジ。

⑳Ath.Pol.19.4にe入EuBsp・uvが あ るだ けで あ る。 た だ し,こ れ は備 主 政 に対 す る 自由 な る国家 体 制

を 構 築 す る とい うの で はな く,単 に借 主 政 打 倒 を 意 味 す るだ け の もの で あ ろ う。 その 点 で 「自由 」 の

意 味 に 重 み は な い。 しか も この 句 はHdt.V.63.1と 殆 ど全 く同 じで あ る。

㈱9ペ ー ジ。

㈲ 両 者 の こ うい った相 違 はそ れ ぞ れ の民 主 政 概 念 に よ く現 わ れ る。 ヘ ロ ドトス に とって 民 主 政 とは 主

に 「全 体 の 支配 」 で あ るが,ア リス トテ レス の場 合 それ は 「民 衆 の 支 配 」 で あ る。 前 掲 拙 稿 「ヘ ロ ド

トス と ク レイ ス テ ネ ス」92-98ペ ー ジ。

㈲ 両 人 の 解釈 の何 れ が 事 の 核 心 を 衝 い て い るか は,ク レ イ ステ ネス 改 革 そ の もの の検 討 か ら明 らか に

な る。
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